
議案第１号

県立高等特別支援学校の設置場所について

県立高等特別支援学校の設置場所について、次のとおり提出します。

平成２２年６月２９日

鳥取県教育委員会教育長 横 濵 純 一

県立高等特別支援学校を、旧鳥取県立赤碕高等学校（所在地：東伯郡琴浦
町赤碕１９５７-１）に設置する。
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県立高等特別支援学校の設置場所決定に至る経緯

平成２２年２月に示した大枠の方針を元に、保護者説明会での意見、パブリックコメ
ントや電子参画アンケートでの県民意見を踏まえ、旧赤碕高等学校の校舎や校地を活用
して設置することが適当であると判断した。

＜大枠の方針＞ 平成２２年２月９日教育委員会協議

設置形態：県立高等特別支援学校とし、早急に１校設置する方向で検討を行う。
設置場所：中部圏域が望ましいと考える。

自宅通学が困難な生徒のために寄宿舎の設置が必要と考える。
設置規模：１学級（８名）×４～５学級×３学年、計１２～１５学級が適当と考える。
開校時期：平成２５年度を目標とする。

＜設置場所について保護者説明会時の参加者アンケートの結果＞ 平成２２年３月実施

有効回答者数：70名（参加者175名、アンケート提出者100名）

「良いと思う」「説明を聞いて納得した」等の賛成意見が回答者の約７４％であり、大枠
の方針の内容が理解されたと判断できる。

＜設置場所についてパブリックコメント及び電子参画アンケートの結果＞ 平成２２年4～5月実施

回答者総数：２３９名（パブリックコメント１４、電子参画アンケート２２９）

「賛成」又は「妥当である」という意見が回答者の約７５％であり、大枠の方針の内容で
適当と判断される。

【今後の検討内容等】
（１）設置規模について

具体的な学級数は、保護者への意向調査の結果を参考にして決定する。
・パブリックコメント及び電子参画アンケートの結果は「よい、適当である」という意見が約半数。

（２）寄宿舎の設置について
寄宿舎を設置する方向で検討を進める。保護者への意向調査の結果を参考に規模等を検討し、
決定する。また、民家等への下宿の可能性も検討する。

・パブリックコメント及び電子参画アンケートの結果は「必要」という意見と「検討要素はあるが賛
成」という意見を合わせると、回答者のほぼ８割が寄宿舎の設置に賛成。

（３）開校時期について
施設整備に関する調査（耐震診断、補強計画作成）の結果等を踏まえて決定する。同調査や

耐震・改修工事に時間を期間を踏まえ、最短で平成２５年度の開校を目標とする。
・パブリックコメント及び電子参画アンケートの結果は「よい、妥当である」という意見が最も多いが、早期
開校を求める意見も多い。
・現状では、既存施設の活用に向けた調査（耐震診断等）や耐震･改修工事に時間を要する。

【経緯及び今後の取組】
（１）これまでの経緯
平成20年11月 鳥取県教育審議会「鳥取県における今後の特別支援学校のあり方」(答申）
平成21年５月 「特別支援学校における教育の在り方検討委員会」設置
平成22年１月 県立高等特別支援学校を早急に１校設置することが必要であることを「特別支援

学校における教育の在り方検討委員会」が県教育委員会に報告
平成22年２月 県立高等特別支援学校設置に向けた大枠の方針決定（県教育委員会）
平成22年２月 県立高等特別支援学校設置に向けた大枠の方針を常任委員会に報告
平成22年３月 県立高等特別支援学校設置に向けた大枠の方針について、保護者等に対する説

明会を開催
平成22年４月 第１回県立高等特別支援学校設置準備委員会を開催
平成22年4～5月 パブリックコメント及び電子参画アンケートを実施
平成22年６月 対象となる保護者への意向調査の実施

（２）今後の取組
・学校長、保護者代表、関係団体等で構成する県立高等特別支援学校設置準備委員会で、設置規模、
設置学科、教育課程、施設・設備等の内容について検討（～８月（予定））
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県立高等特別支援学校設置に向けた方針について

平成２２年２月１８日、１９日

特 別 支 援 教 育 課

県立高等特別支援学校設置に向けた大枠の方針について、２月９日の教育委員会において協議

を行い、以下のとおり決定しました。

１ 高等特別支援学校設置に係る大枠の方針

○設置形態：県立高等特別支援学校とし、早急に１校設置する方向で検討を行う。

○設置場所：中部圏域が望ましいと考える。

自宅通学が困難な生徒のために寄宿舎の設置が必要と考える。

○設置規模：１学年４～５学級、計１２～１５学級が適当と考える。

○開校時期：平成２５年度を目標とする。

（１）設置場所－－－中部圏域にある旧赤碕高校の跡地の利用が望ましい

①通学の利便性

・保護者等に対する意向調査では、自宅から通学させたいという希望が多い。

・できるだけ多くの生徒が自宅から通えるようにするためには、中部圏域に設置すること

が望ましく、自宅通学が困難な生徒に対応するため、寄宿舎等の設置が必要と考える。

②未使用の校舎の活用

・県財政の状況を踏まえ、経費削減の観点から、できるだけ既存の未使用施設の活用が望

ましい。

・県が保有する未使用の校舎は、旧赤碕高校、旧境水産高校、鳥取湖陵旧美和分校の３校

である。

（２）設置規模－－－１学年４～５学級、計１２～１５学級が適当

・入学定員を設け、一定の生徒数とすることで、切磋琢磨する環境を作り、就労意欲を高

めることが望ましいと考える。

・他県における入学選抜に係る競争率は２倍以内となっており、本県における入学対象者

は１学年７０～８５名程度と見込まれる。

・他県の高等特別支援学校及び県内の県立特別支援学校（知的障がい）高等部の出身校種

別の状況等から１学年４０名程度の定員が適当と考えられる。

（３）開校時期－－－平成２５年４月の開校を目標

・既存施設の活用に向けた調査（耐震診断等）に時間を要することから、現時点では開校

時期は平成２５年度又は平成２６年度になると考えられる。

２ 経緯及び今後の取組

（１）これまでの経緯

平成20年11月 鳥取県教育審議会「鳥取県における今後の特別支援学校のあり方」(答申）

平成21年５月 「特別支援学校における教育の在り方検討委員会」設置

平成22年１月 高等特別支援学校等の必要性及び設置形態等について検討、県立高等特

別支援学校を早急に１校設置することが必要であるとの検討結果を報告

（２）今後の取組

・県立高等特別支援学校設置に向けた大枠の方針について、保護者等に対する説明会を開催

・平成２２年度に学校長、保護者代表、関係団体等で構成する高等特別支援学校設置準備委

員会を設置し、設置規模、設置学科、教育課程、施設・設備等の内容について検討
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